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○侵入盗（空き巣等） ０件 （±０件）

○ 万引き ０件 （－２件）

○ 車上ねらい ０件 （±０件）

○ 置引き ０件 （±０件）

○ 乗り物盗 ７件 （＋３件）

○ 詐欺 ０件 （±０件）

○ 暴行 ０件 （±０件）

○ 不同意わいせつ等 ２件 （＋２件）

○ ケガのある交通事故 ３件 （－３件）

※ 月末暫定値、（ ）内は前年同月比

防災意識の高揚！！
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災害に対する備えをしましょう！！

大規模な災害が発生した場合、物資の流通がストップします。
よって、非常食や生活用品を準備しておくといざという時に助かり
ます。また、事前に家族と避難場所確認や集合場所を決めておくと、
携帯電話の電波が遮断された際でも有効だと考えます。
また、地震による震災被害は、いつ・どこで発生するかわからず、

本県においても、例外ではありません。今一度、災害の危険性の理
解や防災意識の高揚を図っていきましょう。

福岡県においては、平成２９年以降

全国最多となる６回の大雨特別警報が
発表されており、今後も梅雨時期を中
心とした集中豪雨や長雨に加え、台風
による災害の発生が懸念されます。

生活経済事犯とは、悪質な訪問販売、ヤミ金など、
国民生活の安全・安心を脅かす犯罪です。
消費者庁において、５月を「消費者月間」と定め

ています。高齢者、若者等を狙った悪質商法を始め
とする犯罪の被害に遭わないように、被害防止に努
めましょう。
うまいもうけ話を信用しないこと
一人で判断したり、すぐに契約せずに
家族、知人に相談すること

生活経済事犯被害防止

香住ヶ丘交番員から一言

令和６年となり福岡県内で死亡事故が
多発しております。
他人事と考えず、いつ自分が当事者

になるかもしれないと日頃から気をつけ
ましょう。
歩行者の方は、夜間の外出は反射材

を身に着けたり明るい服装で出かけると
車に発見されやすいです。

自転車の安全利用促進

自転車安全利用五則

１ 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、
歩行者を優先
２ 交差点では信号と一時停止を守って、
安全確認
３ 夜間はライトを点灯
４ 飲酒運転は禁止
５ ヘルメットを着用


